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令和6 年6 月末現在 

「精神保健福祉関係ガイド」は、精神保健及び精神障害者福祉に特化した制度やサービ

スの利用、医療機関等の情報を掲載したガイドブックです。このガイドブックに掲載さ

れていない制度やサービスもございますので、「障害のある方のための福祉のしおり」も

あわせてご覧ください。 
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１ 相談窓口 

 

（１）精神保健福祉に関する相談窓口 

精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療（精神通院医療）の申請受付を行っているほか、精神保健福祉

に関する相談（訪問含む）、精神保健福祉の講演会や制度・サービスの情報提供、障害福祉サービスの申請

から決定等を行なっています。 

お住まいの地区 
窓口の名称 

所在地・電話／ファクス 
手帳 

自立 
支援 
医療 

相談 

橋本、大沢地区 

にお住まいの方 

緑高齢・障害者相談課 精神保健福祉班 

〒252-5177 

緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 

042（775）8811 ／ 042（775）1750 

〇 〇 〇 

城山地区 

にお住まいの方 

城山福祉相談センター 

〒252-5192 

緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階 

042（783）8136 ／ 042（783）1720 

〇 〇 － 

津久井地区 

にお住まいの方 

津久井高齢・障害者相談課 

〒252-5172 
緑区中野613-2 津久井保健センター１階 
042（780）1412 ／ 042（784）1222 

〇 〇 〇 

相模湖地区 

にお住まいの方 

相模湖福祉相談センター 

〒252-5162 
緑区与瀬896 相模湖総合事務所２階 
042（684）3215 ／ 042（684）3618 

〇 〇 － 

藤野地区 

にお住まいの方 

藤野福祉相談センター 

〒252-5152 
緑区小渕2000 藤野総合事務所２階 
042（687）5511 ／ 042（687）4347 

〇 〇 － 

中 央 区 

にお住まいの方 

中央高齢・障害者相談課 精神保健福祉班 

〒252-5277 
中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館１階 
042（769）9806 ／ 042（755）4888 

〇 〇 〇 

南  区 

にお住まいの方 

南高齢・障害者相談課 精神保健福祉班 

〒252-0303 
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター３階 
042（701）7715 ／ 042（701）7705 

〇 〇 〇 

※精神障害者保健福祉手帳の申請手続き・交付及び自立支援医療（精神通院医療）の申請手続きは各課・

各福祉相談センターで行っています。 

※城山地区にお住まいの方の精神保健福祉に関するご相談等は、緑高齢・障害者相談課でお受けします。 

※相模湖・藤野地区にお住まいの方の精神保健福祉に関するご相談等は、津久井高齢・障害者相談課でお

受けします。 
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（２）その他各種相談窓口 

窓口名称 内容 連絡先 

精神保健福祉センター 

思春期・ひきこもり特定相談、アルコール・

薬物・ギャンブル依存に関する特定相談や

家族教室の実施等を行っています。いずれ

も予約制になっていますので、事前連絡が

必要です。 

042（769）9818 

障害者支援センター松が丘

園 

障害のある方のその人らしい地域の暮ら

しを支援するため、就労や生活など、地域

で必要となる様々な相談を行っています。 

042（758）2121 

障害者相談支援キーステー

ション 

障害の種別に関わらず各種ニーズに対応

できる総合的かつ専門的な相談支援を行

っています。 

緑区：042（703）0150 

中央区：042（704）8611 

南区：042（705）5960 

月～金 8:30～17:00 

発達障害支援センター 

高校生年齢以降の発達障害のある人とそ

の家族に対する相談支援、発達支援、就労

支援を行っています。 

042（756）8411 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

Ⅰ
型 

地域活動支援センタ

ーカミング 

精神障害者の方の毎日の暮らしの中で生

じる生活に関する相談、悩み事の相談など

を行っています。 

中央区淵野辺4-15-6 

ヴィーナス2階 

042（759）5117 

月・水   13:00～19:00 

木     13:00～17:00 

土・日・祝 10:00～17:00 

相模原市立南障害者

地域活動支援センタ

ー(みなみ風) 

南区南台4-12-54 

市営南台団地4号棟1階 

042（701）3917 

火・水・金 13:00～20:00 

土・日・祝 10:00～17:00 

橋本障害者地域活動

支援センターぷらす

★かわせみ 

緑区橋本6-36-1 

グラントーレ橋本2階A 

042（703）5556 

月～金・第一土曜日 

9:00～17:00 

相模原市立緑第一障

害者地域活動支援セ

ンター 

緑区与瀬1010-1 

042（684）3581 

月～土 9:30～18:00 

相模原市社会福祉協議会 

日常生活費の出し入れの代行や財産の保

全等を行う「日常生活自立支援事業」の他、

弁護士による権利擁護相談を行っていま

す。また、生活資金の貸付やふれあいサー

ビス（有料の家事援助サービス）などを行

っています。 

事業及びお住まいの地

区によって相談窓口が

異なります。詳しくは、

12 ページをご覧くださ

い。 
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窓口名称 内容 連絡先 

こころのホットライン 

（自殺予防電話相談） 

さまざまな不安や生きづらさを抱えている

人、身近な人を自死（自殺）で亡くした方の

お話を伺い、お気持ちに寄り添います。 

042（769）9819 

通年 17:00～22:00 

※年末年始を除く 

※受付は21:30まで 

いのちの電話 

「こころ」が、苦しみ、悩み、寂しさで一杯

になったら、いつでも、だれでもどこからで

も、かけてください。（年中無休 24 時間対

応） 

横浜いのちの電話 

045（335）4343 

川崎いのちの電話 

044（733）4343 

東京自殺防止センター 

不安や孤独感に追い詰められた、つらい気

持ちを話したい方に、電話相談を行ってい

ます。 

03（5286）9090 

年中無休 20:00～深夜2:30 

※月は22:30～深夜2:30 

※火は17:00～深夜2:30 

ひきこもり支援ステーション 

原則 18～64 歳のひきこもり状態にある本

人と、その家族および支援者の方を対象に、

ひきこもりに関する相談を行っています。 

042（769）6632 

月～金 

10：00～12：00 

13：00～16：00 
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２ 精神障害者保健福祉手帳 

 
（１）精神障害者保健福祉手帳の概要 

精神障害のため長期にわたって日常生活または社会生活に困難が生じている人が対象となり、一定の障

害があることを証明するものです。精神障害者保健福祉手帳を持っていることにより、様々な支援を受け

ることができますので、精神障害のある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。 

 

【申請に必要なもの】 

申請には、本人の身分が確認できる書類（代理人が申請する場合は代理人の身分を確認できる書類）の

ほか、申請の事由により、以下の書類が必要です。 

申請の事由 

 

 

手続きに必要なもの 

新
規 

更
新
・
再
承
認 

等
級
変
更 

住
所
変
更 

氏
名
変
更 

再
交
付
（
紛
失
等
） 

転
入 

転
出
・
返
還
（
死
亡
等
） 

精神障害者保健福祉手帳交付等申請（届出）書 ※1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

診断書（精神障害者保健福祉手帳用） ※2 〇 〇 〇      

現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳  〇 〇 〇 〇 ※4 〇 〇 

ご本人の写真 ※3 

（縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内のもの） 
〇 ※3 〇   〇 〇  

マイナンバー制度における本人確認書類 ※4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※1 様式は、各申請窓口にあります。市のホームページからもダウンロードできます。 

※2 手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。また、精

神障害を理由に障害年金や特別障害給付金を受給している人は、診断書の代わりに次の書類を確認させていただ

くことで申請ができます。なお、成年後見人等が障害年金の書類で申請される場合は、登記事項証明書をご用意く

ださい。 

〇障害年金証書及び障害年金の振込通知書又は支払通知書 

〇障害年金証書についての照会に関する同意書 

※3 更新、再承認の場合には写真は不要ですが、汚れや破損などで手帳を新しく作成される場合には必要となります。

また、カード様式の手帳をご希望の場合は、申請時に写真をお持ちください。（写真貼付を希望しない場合は不要） 

※4 紛失以外の事由で再交付を希望される場合は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。 

 
【有効期限】 

有効期間は原則として2年です。更新申請は、有効期間満了の3カ月前から手続きできますので、期限

が切れる前にお早めに手続きしてください。期限が切れた再承認の場合は、再度承認されるまでの間は、

資格を喪失しますので、ご注意ください。（手帳を根拠にした様々なサービスも、その間は受けられなくな

ります。） 

 

【申請先】 

 お住まいの地区の相談窓口（1ページ参照） 
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（２）精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス 

①医療に関するサービス 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

後期高齢者医療制度の医療給付 

※65歳から 
〇 〇 

 国保年金課後期高齢班・後期コ

ールセンター 

042（707）8787 

城山福祉相談センター 

 042（783）8136 

津久井高齢・障害者相談課 

 042（780）1408 

相模湖福祉相談センター 

 042（684）3215 

藤野福祉相談センター 

 042（687）5511 

重度障害者医療費助成制度 

※健康保険を使用し医療機関に支払っ

た医療費（保険対象）の自己負担分を

助成します。 

※差額ベッド代などの保険診療外の医

療費や入院時の食事代などは助成の

対象外です。 

〇 〇 

 

お住まいの地区の相談窓口 

（1ページ参照） 

 
 
②手当・年金に関するサービス 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

特別障害者手当 

月額28,840円 

※所得による支給制限等あり 

20 歳以上で国民年金の 1 級程

度の障害が重複するなど、著し

い重度の障害状態にあるため、

日常生活において常時特別の

介護を必要とする在宅の方 

お住まいの地区の相談窓口 

（1ページ参照） 

障害児福祉手当 

 月額15,690円 

※所得による支給制限等あり 

20 歳未満で最重度の障害状態

にあるため、日常生活において

常時の介護を必要とする在宅

の方 

神奈川県在宅重度障害者等手当 

 年額60,000円 

※所得による支給制限等あり 

毎年8月1日現在で継続して6

カ月以上県内に居住し、1級程

度の障害が重複する方 

※65歳以上で新規に障害者になっ

た方を除く 
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サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

市重度障害者等福祉手当 

【支給月】 

 9月（4～9月分） 

 3月（10～3月分） 

※障害者施策の見直し及び転換に伴

い、相模原市重度障害者手当は廃止

することになりました。令和6 年10 

月 1 日以後は新規の申請はできま

せん。廃止前に受給されている方に

は、経過措置として令和8 年9 月

まで次の額が支給されます。 

月額 

5,000円 

月額 

5,000円 

月額 

3,000円 
お住まいの地区の相談窓口 

（1ページ参照） 

 
現行 令和7年4月から 令和8年10月 

重度（月額） 5,000円 2,500円 支給終了 

中度（月額） 3,000円 1,500円 支給終了 

※本市に住所を有する方で、障害の程度が該当する方に支給されます。ただし、施設（児童施設、生活保護施設、

障害者施設、高齢者施設（特養等））に入所している方、国手当を受給されている方には支給されません。 

特別児童扶養手当 

月額55,350円（重度） 

36,860円（中度） 

※所得による支給制限等あり 

障害の程度が国で定める状態

にある 20 歳未満の児童を養育

している方 

お住まいの地区の相談窓口 

（1ページ参照） 

児童扶養手当 

 給付月額は所得、扶養人数によ

り変動 

※所得による支給制限等あり 

・父又は母に一定程度の障害

があり児童を養育している

方 

・離婚や死別等により、父又は

母と生計を別にしている児

童を養育している方 

緑区にお住まいの方 

緑子育て支援センター 

042（775）8813 

042（783）8060（城山地区） 

042（780）1420（津久井地区） 

042（684）3737（相模湖地区） 

042（687）5515（藤野地区） 

中央区お住まいの方 

中央子育て支援センター 

042（769）9267 

南区にお住まいの方 

南子育て支援センター 

042（701）7723 
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③税制上の優遇措置 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

所 

得 

税 

所得税の障害者控除 

※本人か本人を扶養している者

が対象 

控除額 

40万円 

控除額 

27万円 

控除額 

27万円 

相模原税務署 

042（756）8211 

※税務署（確定申告）または事業

所給与担当（源泉徴収） 

※確定申告（給与所得者は年末 

調整）時に、申告書に手帳所持

の旨記入。 

所得税の同居特別障害者控除 

※配偶者又は扶養親族が同居の

特別障害者の場合 

控除額 

75万円 
－ － 

住 

民 

税 

住民税の障害者控除 

※本人か本人を扶養している者

が対象 

控除額 

30万円 

控除額 

26万円 

控除額 

26万円 

市民税課 

042（769）8221 

※所得税の障害者控除が年末調

整又は確定申告で行われてい

れば、改めて市民税の申告を

する必要はありません。 

住民税の同居特別障害者控除 

※配偶者又は扶養親族が同居の

特別障害者の場合 

控除額 

53万円 
－ － 

自
動
車
・
軽
自
動
車
税 

自動車税（環境性能割・種別割） 

軽自動車税（環境性能割） 

※本人または生計同一者が取

得・所有する車で、本人の通院

等に生計同一者が運転する場

合 

〇 － － 

相模原県税事務所 

 042（745）1111（代表） 

相模原県税事務所津久井支所 

042（784）1111（代表） 

自動車税コールセンター 

 045（973）7110（問合せのみ） 

軽自動車税（種別割）の減免 

※本人または生計同一者が取

得・所有する車で、本人の通院

等に生計同一者が運転する場

合 

〇 － － 

緑区にお住まいの方 

緑市税事務所 

042（775）8806 

※城山・津久井・相模湖・藤野ま

ちづくりセンターでも相談で

きます 

中央区にお住まいの方 

市民税課 

042（769）8297 

南区にお住まいの方 

南市税事務所 

042（749）2161 

そ
の
他 

相続税の障害者控除 〇 〇 〇 
相模原税務署 

042（756）8211 

贈与税の非課税 〇 〇 〇 

贈与者が特定障害者扶養信

託契約を締結している信託

会社 

預貯金利子所得の非課税 〇 〇 〇 

銀行・ゆうちょ銀行 

※新規口座開設に限る。マイナ

ンバー必要。 
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④公共料金・公共施設の優遇 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

県営水道料金の減免 

※基本料金とその消費税相当額 
〇 △ － 

相模原水道営業所 

042（755）1132 

相模原南水道営業所 

042（745）1111 

津久井水道営業所 

042（784）4822 
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サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

公共下水道料金の減免 

※基本料金とその消費税相当額 
〇 － － 

下水道料金課 

042（769）8376 

ＮＴＴ電話番号案内の無料 〇 〇 〇 
NTT東日本ふれあい案内担当 

0120（104）174 

携帯電話基本使用料等の割引 〇 〇 〇 
携帯電話各社 

（格安携帯は除外） 

市内公共施設等の障害者割引 

※個人使用料が無料になったり、割引

が受けられたりします。 

※施設によっては、本人の介護者も割

引となる場合があります。 

【緑区】 

青根緑の休暇村いやしの湯 

北総合体育館 

小倉プール 

LCA 国際小学校北の丘センタ

ー（北市民健康文化センター） 

サン・エールさがみはら 

ふじのマレットゴルフ場 

藤野やまなみ温泉 

小原プール 

【中央区】 

小山公園ニュースポーツ広場 

銀河アリーナ 

けやき体育館 

相模川ふれあい科学館アクア

リウムさがみはら 

サーティフォー相模原球場体

育室 

さがみはらグリーンプール 

博物館プラネタリウム 

【南区】 

古淵鵜野森公園屋外水泳プー

ル 

相模原ギオンスタジアム相模

原ギオンフィールド 

相模原麻溝公園動物広場（ふ

れあい動物広場） 

市民健康文化センター 

相模原ギオンアリーナ 

新磯ふれあいセンター（れん

げの里あらいそ内） 

【利用方法】 

各施設を利用するときに手

帳を提示 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
免
除 

全額免除 

※世帯構成員全員が市民税非

課税世帯の場合 

〇 〇 〇 

ＮＨＫふれあいセンター 

0570（077）077 

※ＮＨＫに申請する前に、あらか

じめ資格証明書をお住まいの

地区の相談窓口（1ページ参照）

で受ける必要があります。 

※ＮＨＫでの郵送対応も可能 

半額免除 

※世帯主が 1 級所持かつ受信

契約者の場合 

〇 － － 
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⑤自動車・公共交通 

※市内では、路線バスの運賃割引はありません。（大沢地区・大野北地区のコミュニティバスを除く） 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

タクシー運賃の割引 

※割引率10％ 

※一部のタクシー会社 

〇 〇 〇 
【利用方法】 

乗車時、手帳をタクシー乗

務員に提示 

福祉タクシー利用助成 

※利用券500円×6枚／月 

※申請月～翌年３月分まで 

〇 〇 － 
福祉タクシー利用助成または

自動車燃料費助成のどちらか

を選択 

※毎年度申請が必要 

※施設（児童施設、生活保護施設、

障害者施設、高齢者施設（特養

等））に入所している方には支

給されません。 

自動車燃料費助成 

※【本人運転（自動車検査証使用者が 

本人）の場合】 

利用券1,000円×2枚／月 

※【他者運転（自動車検査証使用者が 

本人以外個人）の場合】 

利用券1,000円×1枚／月 

※申請月～翌年3月分まで 

〇 〇 － 

国内航空運賃の割引 

※割引対象や割引運賃は航空会社や

路線により異なる 

〇 〇 〇 

【利用方法】 

航空券購入窓口で手帳を提

示 

市営自動車駐車場料金の優遇 

※駐車料基本料金のうち最初の2時間

分が無料 

〇 － － 

【利用方法】 

駐車場から出庫時、手帳を

提示 

市営自転車駐輪場料金の優遇 

※定期利用の利用料が50％割引 
〇 〇 〇 

【利用方法】 

各駐輪場で定期利用の申し

込み時に手帳を提示 

駐車禁止除外指定車の指定 

※1 級の手帳を所持している者のう

ち、自立支援医療（精神通院医療）

の支給を受けている者に限る 

△ － － 
お住まいの地区を管轄する警

察署の交通課 

 
 

⑥その他 

サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

市営・県営住宅入居当選率の優遇 

※市営住宅は1級、2級が対象 

※県営住宅は1級、2級、3級が対象 

〇 〇 △ 

市営住宅について 

住宅課 

042（769）8256 

県営住宅について 

かながわ土地建物保全協会 

045（201）3673 
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サービスの内容 
手帳等級 

申請窓口等 
１級 ２級 ３級 

日常生活用具の給付 

※対象品目は頭部保護帽、火災警報

機、自動消火器、電磁調理器 

※所得に応じで自己負担や利用でき

ない場合あり 

△ △ － 
お住まいの地区の相談窓口 

（1ページ参照） 

粗大ごみ福祉ふれあい収集 

※粗大ごみを建物内から搬出し、収集 

※ごみ処理手数料は有料 

※ひとり暮らし、または家族全

員の方が手帳を取得してい

る等の要件を満たす場合 

粗大ごみ受付事務所 

042（774）9933 
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３ その他支援制度 

 

（１）経済的支援に関すること 

制度名 内容 問合せ先・窓口 

自立支援医療（精神通院医療） 

精神科等に通院している場合、保険診療の

自己負担分が原則医療費の1割となり、月

額自己負担上限額が設定されます。但し、

保険適用となるものに限り、入院医療費は

該当しません。 

毎年の更新が必要ですが、診断書の提出は

2年に1度です。有効期限の3か月前から

更新申請ができます。 

お住まいの地区の相談

窓口（1ページ参照） 

入院医療援護金制度 

精神保健福祉法に基づき入院している精神

障害者が次の条件を満たす場合、その入院

医療費の一部（月額10,000円）を支給する

ものです。 

【条件】 

①相模原市に住民登録があること。 

②精神科病院又は一般病院の併設精神科

病棟に現に「任意入院」又は「医療保

護入院」しており、同一の病院に月に

20日以上入院していること。 

③世帯全員の申請年度（4 月から 6 月ま

でに申請する場合は前年度）の市町村

民税所得割額を合算した額が、10 万

4,400円以下であること。 

④医療費（食事療養費を除く）の自己負

担額が月額1万円以上であること。 

※重度障害者医療費助成制度等の医療費助成制

度の利用対象者は支給対象外です。 

※申請月からの適用になります。退院後、遡って

の申請は出来ません。 

入院している病院窓口 

または 

精神保健福祉課 

042（769）9813 

生活保護制度 

病気や怪我で働けなくなり、生活に困って

いる方に生活費等を援助し、自立して生活

できるように手助けする制度です。 

年齢や家族構成、収入等により内容が異な

ります。 

緑生活支援課 

042（775）8809 

緑生活支援課保護第3班 

※津久井地域にお住まいの方 

042（780）1407 

中央生活支援課 

042（707）7056 

南生活支援課  

042（701）7720 
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制度名 内容 問合せ先・窓口 

障害厚生年金・障害共済年

金・障害基礎年金・特別障害

給付金 

病気やケガにより、定められた障害程度に

該当し、保険料納付要件を満たしている場

合に支給されます。詳しくは窓口へお問い

合わせください。なお、障害の程度（等級）

は、手帳の等級とは異なります。 

※厚生年金・共済組合加入期間中に初診日が

ある方 

※国民年金第3 号被保険者期間中に初診日が

ある方 

  →相模原年金事務所、または、ねんきん

サテライト相模原中央 

 ※各共済組合加入中に初診日がある方 

   →各共済組合 

 ※上記以外の方 

   →国保年金課 

相模原年金事務所 

042（745）8101 
 

ねんきんサテライト 

相模原中央 

042（753）1553 

※電話・ＦＡＸによる相談

は受け付けていません 

国保年金課 

042（769）8228 

在日外国人障害者等福祉給

付金 

月額38,000円（重度） 

26,000円（中度） 

※所得による支給制限等あり 

国民年金を受けるために必要な要件を制度

上満たすことができない方（国籍要件や居

住要件により加入できなかった方）で、重

度または中度の障害がある方 

高齢・障害者支援課 

042（769）8272 

 

 

（２）生活支援・向上に関すること 

制度名 内容 問合せ先・窓口 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

介護給付 

〇居宅介護（ホームヘルプ） 

〇短期入所（ショートステイ） 

〇生活介護 

〇行動援護    等           

※利用料として原則1割負担、所得に応じて負担

上限月額が設定されています。事前にお問合せ

ください。 お住まいの地区の相談

窓口（1ページ参照） 

訓練等給付 

〇共同生活援助（グループホーム） 

〇自立訓練（生活訓練） 

〇就労移行支援 

〇就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）  等 

※利用料として原則1割負担、所得に応じて負担

上限月額が設定されています。事前にお問合せ

ください。 
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制度名 内容 問合せ先・窓口 

相
談
支
援 

地域相談支援 

（指定事業所あり） 

〇地域移行支援 

精神科病院に入院中の方、障害者施設に入

所をしている障害者に対し、地域における

生活に移行するための活動に関する相談等

の支援を行います。 

〇地域定着支援 

居宅で一人暮らししている障害者等に対

し、夜間も含む緊急時における連絡、相談等

の支援を行います。 

お住まいの地区の相談窓口

（1ページ参照） 

計画相談支援 

（指定事業所あり） 

障害者の状況に応じて利用する障害福祉サ

ービスのサービス利用計画を作成します。

また、一定期間ごとにモニタリングを行い、

必要に応じて計画の変更等を行います。 

在宅福祉サービス 

〇移動支援事業（ガイドヘルプ） 

精神保健福祉手帳（1～3級）を所持し
ている方、またはこれに準じる方が、以
下のような社会生活上必要不可欠な外
出や、社会参加等の余暇活動に関する
外出時に必要な支援を行います。 

学校行事、家計や住居の維持に係る手続

き・相談、生活必需品の買い物、理容・美

容、就職・就学のための活動、冠婚葬祭、

墓参り等の社会的慣習、余暇活動 

※ただし、宿泊を伴う外出、通学等で通年かつ長

期にわたる外出等、対象とならない内容があ

ります。 

※利用者負担・交通費負担等があります。 

〇相談支援事業 

さまざまな相談に応じます。 

〇日中短期入所事業 

障害者又は障害児を一時的に預かることに

より、障害者等に日中活動の場を提供し、見

守り及び社会に適応するための日常的な訓

練等を行います。 

〇障害者一時ケア事業 

市内の障害児者の保護者や家族等の社会参

加や休養等のために、一時ケア実施団体が、

障害児者を一時的に介護します。 

※医療的ケアが必要な方は利用できないことが

ありますので、事前にお問い合わせください。 
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制度名 内容 問合せ先・窓口 

日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な障がいのある方のため

に福祉サービスの利用手続きや日常生活費

の管理、定期預金などの重要書類の保管を

行います。 

〇福祉サービス利用援助・日常的金銭管

理サービス 

※1回1,500円 

（生活保護世帯は月2回まで無料） 

〇書類等預かりサービス 

※月額500円 

（利用者都合による開封の場合 

別途500 円） 

(中央区・南区の方） 

市社会福祉協議会 

さがみはら成年後見・ 

あんしんセンター 

042（756）5034 
 

（緑区の方） 

緑区事務所 

042（775）8601 

ふれあいサービス（有料家

事援助・介助サービス） 

市民の協力による会員制の有料の家事援助

サービスです。年会費 1,500 円で利用料金

は基本時間30分450円です。 

※利用にあたり、事前面接等が必要です。 

市社会福祉協議会事務

所（ふれあいサービスセ

ンター） 

042（756）5098 
 

緑区事務所 

※緑区にお住まいの方 

042（775）8601 
 

南区事務所 
※南区にお住まいの方 

042（765）7065 

給食サービス 

※1級または2級の手帳を所持

し、ひとり暮らしまたは家族

等から食事の提供が受けら

れない状況にあり、自分で食

事の支度をすることが困難

な方 

週4回以内、1食あたり500円で、給食を自

宅まで直接お届けします。 

※利用にあたり、障害者在宅福祉サービス総合利

用登録が必要です。 

※城山・津久井・相模湖・藤野地区にお住まいの

方はサービス内容が異なりますので詳しくは

各課・各福祉相談センターへお問い合わせくだ

さい。 

お住まいの地区の相談

窓口（1ページ参照） 

福祉有償運送（移送サービ

ス） 

NPO 法人や社会福祉法人等が会員登録した

単独で公共交通機関を利用して移動するこ

とが困難な方を対象に通院、通所、余暇など

の目的に有償で行う自家用自動車による移

送サービスです。サービスに関する詳細は

市ホームページでご確認ください。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
_res/projects/default_project/_page_/001
/006/503/r5.pdf 

※利用にあたり事業者ごとに利用登録、利用者負

担などの要件がありますので、詳しくは各事業

所へお問い合わせください。 

各事業所 

 
  

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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（３）就労に関すること 

制度名等 内容 問合せ先・窓口 

ハローワーク相模原 

（相模原公共職業安定所） 

障害者の職業相談・紹介を行う専門援助部門

があります。（求職登録するには、主治医の

意見書が必要です） 

求職登録後、公共職業訓練のあっせん、ジョ

ブコーチ支援等の各種支援策も活用し、職業

相談、職業紹介を行っています。 

042（776）8609 

障害者支援センター松が丘

園等の就労相談等 

就労を希望される方を対象に、就労に関する

相談、適性にあった就労先の開拓・紹介、職

場実習への同行、職場定着のための定期訪問

などの援助を行います。 

・相模原障害者就業・生活支援センター 

・就労援助センター 

・相模原無料職業紹介センター松が丘園 

・障害者地域就労援助・けやき相談センター 

障害者支援センター松

ヶ丘園 

042（758）2121 

緑障害者相談支援キー

ステーション 

042（703）0150 

けやき体育館 

042（763）9030 

さがみはら若者サポートス

テーション 

働くこと・自立に悩む若者（15～39歳）及び

就職氷河期世代（40～49歳）とその家族を対

象に個別相談と各種プログラムの２本立て

で職業的自立支援を行っています。 

※利用は予約・登録制、初回相談は予約が必要 

042（703）3861 

神奈川障害者職業能力開発
校 

就職に必要な知識・技術・技能を習得し社会

参加と職業的自立ができるように、訓練を行

っています。総合ＣＡＤ、Ｗｅｂ・ＤＴＰ制

作、ビジネス実務等の各コースを半年から1

年かけて学びます。 

042（744）1243 

神奈川障害者職業センター 

職業相談・職業能力評価に基づき就労までの

支援及び就労後のフォローアップを行って

います。 

042（745）3131 

※予約制 

相模原地域産業保健センタ

ー 

相模原市の中小企業等に勤務する人を対象

に、職場復帰のサポートとして個別・集団相

談を行っています。 

042（707）4225 

※予約制 
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４ 精神保健福祉関係の自助グループ等関係団体 

 

ここに掲載した団体の他にもいろいろな自助グループがありますので、インターネットで検索するな

どしてご確認ください。各団体の最新の活動状況は、代表者等にご確認願います。 

 
 
 

名称 活動内容 問合せ先 

あしたば会（相模原

市精神障がい者仲間

の会） 

あしたば会は、精神障がい者及び会の主旨に賛同され

ている方の仲間の会です。『一人ぼっちをなくそう』を

スローガンのもと、親睦を深めたり、啓発活動を行っ

ています。フリースペース「みーと」やイベント等を

開催しています。例会等の場所・時間はお問い合わせ

ください。 

https://sagamiharashi-shougai.com/member/ashitaba 

相模原市精神障がい者仲

間の会（あしたば会）事務

局地域活動支援センター

カミング 

042（759）5117 

ボルトナット会 

ボルトナット会は精神障害者の親睦と協調の活動、精

神保健に関する知識を深めるための活動、地域住民へ

の啓発活動などを行っています。例会等の場所・時間

はお問い合わせください。 

緑第一障害者地域活動支

援センター 

042（684）3581 

相模原市精神保健福

祉家族会みどり会 

相模原市精神保健福祉家族会みどり会は、精神障害者

を抱える家族の会です。同じ悩みを持つ者が経験を分

かち合い、励ましあって、大切な家族が自分らしく地

域で暮らしていけるよう活動しています。例会の場

所・時間は直接お問い合わせください。 

会長 久保さん 

090（4418）0373 

四つ葉会 

四つ葉会は、精神障害者をもつ家族の悩み、苦しみ等

を話し合い、勉強する場です。例会の場所・時間はお

問い合わせください。 

代表  蛭川さん 

042（784）7388 

ピアサポートグルー

プピアカム 

ピアカムは市内でピアサポート活動を行っているグ

ループです。似た立場の仲間が面接や電話相談等を通

じ、生活上の色々な問題に対してみんなが暮らしやす

い地域社会を目指しています、活動内容の詳細はホー

ムページをご覧ください。 

http://coming.no.coocan.jp/peercam.html 

地域活動支援センターカ

ミング 

042（759）5117 

  

https://sagamiharashi-shougai.com/member/ashitaba
http://coming.no.coocan.jp/peercam.html
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名称 活動内容 問合せ先 

ぷらす★かわせみ 

高次脳機能障害当事

者・家族のためのフ

リースペース 

高次脳機能障害のある方や、そのご家族を対象に日常

の困りごとや相談したいこと、なんでも気軽に話せる

場として、フリースペースを開催しています。専門機

関職員との個別相談もできます（要予約）。開催日・活

動内容の詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.kawasemikai.org 

橋本障害地域活動支援セ

ンターぷらす★かわせみ 

042（703）5556 

さがみはらわかち合

いの会（自死遺族の

集い） 

さがみはらわかちあいの会は、身近な人、大切な人を

自死によって亡くされた方々が集い、安心して胸のう

ちをわかち合い、語れる場です。参加無料、予約不要、

匿名可、秘密厳守、話を聞くだけの参加も可能です。 

＜開催日時＞原則奇数月 第2木曜日 14:00～16:00 

＜開催場所＞杜のホールはしもと セミナールーム2 

※市外で開催している自死遺族の集いについてはお問い合

わせください。 

精神保健福祉センター 

042（769）9818 

精神保健ボランティ

アグループひびき 

精神保健ボランティアグループひびきは、精神保健ボ

ランティア講座修了者で集まり、心病む人達の友人、

隣人として交流を深め、障害者の住みやすい地域社会

を作り出すことを目的に当事者の活動への協力、支援

を行っています。 

ボランティアセンター 

042（786）6181 

精神保健ボランティ

アふきのとう 

精神保健ボランティアふきのとうは地域にお住いの

精神障害者の方へのボランティアグループです。ニコ

ニコサロンを定期的に開催し、勉強会、交流会等行っ

ています。例会の場所・時間はお問い合わせください。 

相模原市社会福祉協議会

城山地域事務所 

042（783）1212 

相模原断酒新生会 

相模原断酒新生会は、アルコール依存症者、家族が集

まり、体験談を語り合いながら断酒継続を目指すグル

ープです。 

定例会は毎週金曜日（19:00～21:00）市民会館2階で

行っていますので、直接お越しください。県の酒害相

談員になっています。 

会長 白旗さん 

042（747）0106 

ＡＡ 

（アルコホーリクス・

アノニマス） 

ＡＡはアルコール依存症者のための自助グループで、

お互いの体験談を語り合いながら回復を目指します。

ミーティング等の場所・時間は、ホームページで検索

するか、お問い合わせください。 http://www.aa-

kkse.net 

関東甲信越セントラル・オ

フィス 

03（5957）3506 

※日・木以外の10:00～19:00 

アラノン家族グルー

プ 

アラノンはアルコール依存の問題を持つ人の家族と

親しい友人がお互いの共通の問題を解決していく自

助グループです。ミーティングの会場・時間はホーム

ページでご確認の上、お問い合わせください。 

アラノン・ジャパンGSO 

045（642）8777 

 
  

https://www.kawasemikai.org
http://www.aa-
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名称 活動内容 問合せ先 

ＮＡ 

（ナルコティクス・

アノニマス） 

ＮＡは12のステップと12の伝統に表された原理をも

とに体験談を語りながら薬物依存症から回復を目指

す国際的かつ地域に根ざした集まりです。ミーティン

グ等の場所・時間は、ホームページで確認するか、問

い合わせてください。 https://najapan.org 

ＮＡ日本リージョン・セン

トラル・オフィス 

03（3902）8869 

ナラノンファミリー

グループジャパン 

ナラノンファミリーグループは身近な人の薬物依存

の問題によって影響をうけてきた、または今も受けて

いる家族や友人たちのための集まりです。ミーティン

グ会場の場所・時間は、ホームページで確認するか、

問い合わせてください。 http://nar-anon.jp/ 

ナラノンファミリーグル

ープジャパン（NSO） 

03（5951）3571 

※月水金：11:00～15:00 

祝祭日休み 

ＧＡ 

（ギャンブラーズ・

アノニマス） 

ＧＡはミーティング、体験談を語り合いながら強迫的

ギャンブルから回復を目指す人が集う自助グループ

です。例会等の場所・時間はホームページで確認する

か、お問い合わせください。http://www.gajapan.jp 

ＧＡ日本インフォメーシ

ョンセンター 

ファクス：046（263）3781 

※電話での問い合わせは受

けておりません。 

ギャマノン（GAM-

ANON） 

 

ギャマノンはギャンブルの問題の影響を受けた家族・

友人のための自助グループです。ミーティングの場

所・時間はホームページで確認するか、お問い合わせ

ください。 https://gam-anon.jp 

ギャマノン日本サービス

オフィス 

03（6659）4879 

※毎週月・木10:00～12:00

のみ対応 

ひだまりカフェ 

ひだまりカフェは、摂食障害の当事者、家族がそれぞ

れ月1回気軽におしゃべりする場所です。本人の会は

毎月第4火曜日、家族の会は毎月第2火曜日にアート

フォーラムあざみ野で開催しています。開催時間は

10:00～12:00。 

男女共同参画センター横

浜北 

045（910）5700 

ゲームをやめる会 

ゲームをやめる会は、ネットゲーム等、コンピュータ

ーゲームをやめたいと願う人のための自助グループ

です。経験を分かち合うことで、お互いに助け合うこ

とができます。例会等の場所・時間はホームページで

ご確認の上、直接会場へお越しください。 

https://www.just.or.jp 

ＪＵＳＴ事務局 

support@just.or.jp 

相模原ダルク 

相模原ダルクは、薬物・アルコール・ギャンブルに依

存してしまい、社会生活がままならなくなった人々

が、様々なプログラムを通じて、回復や社会復帰をす

るための入寮・通所型の依存症回復施設です。施設や

事業内容についてはホームページで確認するか、お問

い合わせください。 https://s-darc.com/ 

相模原ダルク 

042（707）0391 

 

  

https://najapan.org
http://nar-anon.jp/
http://www.gajapan.jp
https://gam-anon.jp
https://www.just.or.jp
mailto:support@just.or.jp
https://s-darc.com/
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名称 活動内容 問合せ先 

特定非営利活動法人

横浜マック 

特定非営利活動法人横浜マックは、アルコール・薬物

等の依存の問題で苦しんでいる人を支援するリハビ

リ施設です。相談やサポートを通じ、健康的な生活習

慣を取り戻し、その方に合った形での社会復帰の手助

けをしています。また、男女それぞれのグループホー

ムもあります。詳細はホームページをご覧ください。 

http://yokohama-mac.blue.coocan.jp/ 

特定非営利活動法人横浜マ

ック 

045（366）2650 

認定ＮＰＯ法人ワン

デーポート 

認定ＮＰＯ法人ワンデーポートは、我が国初のギャン

ブル依存支援施設で、ギャンブルのみならず、ゲーム

やインターネットへの依存問題にも対応しています。

様々な専門家と連携し、家族個別相談を行っています

ので、お気軽にお問い合わせください。 

認定ＮＰＯ法人ワンデー

ポート 

045（303）2621 

ＮＰＯ法人のびの会 

ＮＰＯ法人のびの会は摂食障害や境界性パーソナリ

ティ障害をはじめとする精神疾患を抱えるご本人と

ご家族を支援しています。家族会や正しい病気につい

ての知識の普及を目的としたイベント活動を行って

います。例会等の場所・時間はホームページで確認す

るか、お問い合わせください。 

http://nobinokai.or.jp 

ＮＰＯ法人のびの会 

045（787）0889 

公益社団法人 

認知症の人と家族の

会神奈川県支部 

認知症の人と家族の会は認知症になっても安心して

暮らせる社会の実現を目指し、様々なつどい、電話相

談、啓発活動を行っています。つどい等の場所・時間

はホームページで確認するか、お問い合わせくださ

い。 https://azkanagawa.sakura.ne.jp/wp/ 

公益社団法人認知症の人

と家族の会神奈川県支部 

045（548）8061 

※月・水・金10:00～16:00 

ＮＰＯ法人高次脳機

能障害友の会ナナ

（ナナの会） 

脳外傷児・者及び家族の相談支援。高次脳機能障害者

のための居場所等。神奈川リハビリテーション病院と

の協働事業で講演会・交流会等を開催しています。活

動内容等の詳細はホームページをご覧ください。 

http://www17.plala.or.jp/nana516/index.html 

ＮＰＯ法人高次脳機能障

害友の会ナナ 

046（249）2020 

※火・木10:00～15:00 

 

http://yokohama-mac.blue.coocan.jp/
http://nobinokai.or.jp
https://azkanagawa.sakura.ne.jp/wp/
http://www17.plala.or.jp/nana516/index.html

